
第 30 号議案

仙台市環境基本計画に関する件

仙台市環境基本計画を別紙のとおり変更することにつき，仙台市議会の議決事件に関する条例

第 2条第 1号ロの規定により，議決を求める。
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第
三
十
一
号
議
案

仙
台
市
魅
力
活
力
創
出
基
金
条
例

仙
台
市
魅
力
活
力
創
出
基
金
条
例

（
設
置
）

第
一
条　

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
五
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生
寄
附
活
用
事
業
（
第
五
条
に
お
い
て
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
」
と
い
う
。
）
を
推
進
し
、

本
市
の
魅
力
及
び
新
た
な
活
力
の
持
続
的
な
創
出
に
よ
る
市
民
福
祉
の
向
上
を
図
る
た
め
、
魅
力
活
力
創
出
基
金
（
以

下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

基
金
へ
の
積
立
て
を
指
定
さ
れ
た
寄
附
金
の
額

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
毎
年
度
予
算
で
定
め
る
額
の
範
囲
内
の
額

（
管
理
）

第
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

市
長
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に

属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
、
又
は
特
別
会
計
に
貸
し
付
け
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
仙
台
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
、
基
金
に
編
入
す
る
。

（
処
分
）

第
五
条　

基
金
は
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
予
算
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
六
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

本
市
の
魅
力
及
び
新
た
な
活
力
の
持
続
的
な
創
出
に
よ
る
市
民
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
魅
力
活
力
創

出
基
金
を
設
置
す
る
た
め
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
二
号
議
案

仙
台
市
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例

仙
台
市
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。

次
条
及
び
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
市
の
区
域
内
の
マ

ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
に
関
し
、
市
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
、
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
そ
の
他
の
主
体
の
責

務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ
り

良
好
な
居
住
環
境
の
形
成
を
図
り
、
も
っ
て
市
民
の
安
全
か
つ
安
心
で
快
適
な
暮
ら
し
の
実
現
及
び
市
街
地
環
境
の
向

上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
市
の
責
務
）

第
三
条　

市
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
状
況
等
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進

に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

市
は
、
前
項
の
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
必
要
な
協
力
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

市
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
を
図
る
た
め
、
管
理
組
合
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に
対

し
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
責
務
）

第
四
条　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
は
、
管
理
組
合
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
適
切
に
果
た
す
よ
う
努
め
る
と
と
も

に
、
建
物
並
び
に
そ
の
敷
地
及
び
附
属
施
設
の
管
理
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
相
互
に
協
力
す
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

２　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
は
、
市
が
実
施
す
る
前
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
組
合
の
責
務
）

第
五
条　

管
理
組
合
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
及
び
仙
台
市
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
（
市
が
作
成
す
る

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
に
お
い
て
定
め
る
都
道
府
県
等
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
を
い
う
。
）
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
を
適
正
に
管
理
す
る
よ
う
自
ら
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

管
理
組
合
は
、
市
が
実
施
す
る
第
三
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
者
等
の
責
務
）

第
六
条　

管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
、
誠
実
に
職
務
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

２　

管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
市
が
実
施
す
る
第
三
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
責
務
）

第
七
条　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
は
、
専
門
的
知
識
を
も
っ
て
、
管
理
組
合
の
運
営
そ
の
他
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
し
、
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管
理
組
合
の
管
理
者
等
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
そ
の
他
関
係
者
の
相
談
に
応
じ
、
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援

助
を
適
正
に
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
は
、
市
が
実
施
す
る
第
三
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
責
務
）

第
八
条　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
管
理
組
合
か
ら
委
託
を
受
け
た
管
理
事
務
を
誠
実
に
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

２　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
市
が
実
施
す
る
第
三
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
の
責
務
）

第
九
条　

宅
地
建
物
取
引
業
者
で
あ
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
分
譲
（
委
託
を
受
け
て
行
う
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

を
行
う
も
の
（
以
下
「
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
分
譲
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
適
正
な
管
理
に
資
す

る
た
め
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
維
持
及
び
修
繕
に
関
す
る
計
画
の
案
を
策
定
し
、
並
び
に
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関

す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
理
解
の
増
進
に
資
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

２　

マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
は
、
市
が
実
施
す
る
第
三
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
責
務
）

第
十
条　

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
若
し
く
は
交
換
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
若
し
く
は
交
換
の
代

理
若
し
く
は
媒
介
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
購
入
者
等
に
対
し
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報

を
提
供
し
、 

当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
購
入
者
等
の
理
解
の
増
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
市
が
実
施
す
る
第
三
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
に
よ
る
届
出
等
）

第
十
一
条　

マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
分
譲
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す

る
最
初
の
重
要
事
項
説
明
（
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
い
う
。
）
の
開
始
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
市
長

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
購
入
者
等
に
対
し
、
同
項
の
規

定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
つ
い

て
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
者
等
に
よ
る
届
出
）

第
十
二
条　

管
理
組
合
の
管
理
者
等
（
管
理
者
等
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ

ン
の
区
分
所
有
者
等
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
分
譲
後
初
め
て
招
集
さ

れ
る
集
会
の
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
状
況
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
長
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
、
当
該

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
状
況
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３　

管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
届
出
の
内
容
に

つ
い
て
集
会
の
決
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
事
項
の
公
表
）

第
十
三
条　

市
長
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
届
出
に

係
る
事
項
の
う
ち
市
長
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
公
表
す
る

こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業

者
又
は
管
理
組
合
の
管
理
者
等
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表

す
る
事
項
の
ほ
か
、
市
長
が
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
も
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ

し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
か
ら
管
理
者
等
へ
の
書
類
の
交
付
等
）

第
十
四
条　

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
マ
ン
シ
ョ

ン
の
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
対
し
、法
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
図
書
を
交
付
す
る
ほ
か
、マ
ン
シ
ョ

ン
の
適
正
な
管
理
及
び
建
物
の
修
繕
に
有
用
な
書
類
と
し
て
市
長
が
定
め
る
も
の
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
図
書
及
び
書
類
の
交
付
を
受
け
た
管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
分
譲
後
初
め
て
招
集
さ
れ
る

集
会
の
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
届
出
等
に
関
す
る
指
導
及
び
勧
告
等
）

第
十
五
条　

市
長
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
又
は
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
つ
い
て
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
怠
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
当
該
届
出
を
す
べ

き
こ
と
を
指
導
し
、
及
び
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
マ

ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
又
は
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
対
し
、こ
れ
ら
の
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
、

助
言
及
び
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

市
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き

は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
勧
告
の
内
容
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
公
表
に
係
る
者
に
そ
の
旨
を

通
知
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
）

第
十
六
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２　

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起

算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
以
後
に
同
項
の
重
要
事
項
説
明
の
開
始
の
日
が
到
来
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
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る
事
項
に
つ
い
て
適
用
し
、第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、施
行
日
以
後
初
め
て
同
項
の
集
会
が
招
集
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ

ン
の
管
理
の
状
況
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

理　

由

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
し
、
各
主
体
の
責
務
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業

者
及
び
管
理
組
合
に
よ
る
届
出
制
度
を
新
設
す
る
等
の
た
め
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
三
号
議
案

仙
台
市
防
災
・
減
災
の
ま
ち
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
防
災
・
減
災
の
ま
ち
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
防
災
・
減
災
の
ま
ち
推
進
条
例
（
平
成
二
十
九
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
号
中
「
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
」
の
下
に
「
。
次
号
、
第
六
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に

お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
災
害
対
策
基
本
法
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
災
害
対
策
基
本
法
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
災
害
時
要
援
護
者
」
を
「
要
配
慮
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
災
害
時
要
援
護
者
（
災

害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
必
要
な
情
報
を
迅
速
か
つ
的
確
に
入
手
し
、
災
害
か
ら
自
ら
を
守
る
た
め
に
安
全
な
場
所
に
避

難
す
る
な
ど
の
災
害
時
の
一
連
の
行
動
に
お
い
て
第
三
者
の
支
援
を
必
要
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
」
を
「
要
配

慮
者
（
法
第
八
条
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
要
配
慮
者
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び

第
三
項
中
「
災
害
時
要
援
護
者
」
を
「
要
配
慮
者
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

災
害
の
発
生
の
予
防
又
は
拡
大
の
防
止
の
た
め
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
の
名
称
を
要
配
慮
者
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る

理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
四
号
議
案

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
仙
台
市
行
政
手
続
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

行
政
庁
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
、
公
示
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

前
項
の
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
、
第
一
項
第
三
号
及
び
第

四
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
行
政
庁
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交

付
す
る
旨
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
示
事
項
」
と
い
う
。
）
を
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
四
項
等
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
を
定
め
る
省
令
（
令
和
七
年
総
務
省
令
第
百
三
号
）
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多

数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
当
該
行
政
庁
の
事

務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置

を
開
始
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
と
き
に
、
当
該
通
知
が
そ
の
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
同
条
第
三
項
後
段
」
を
「
同
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第
三
項
」
及
び
「
同
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
、「
名
あ
て
人
」

を「
名
宛
人
」に
改
め
、「
と
、」の
下
に「
同
項
中
」を
加
え
、「
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
」を
削
り
、

「
、
掲
示
を
始
め
た
」
を
「
、
当
該
措
置
を
開
始
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
第
十
三
条
第
三
項
及
び
」
の
下
に
「
第
四
項
並
び
に
」
を
加
え
、「「
同
項
第
三
号
」
を
「
同
条
第

四
項
中
「
第
一
項
第
三
号
」
に
、「
同
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
三
号
」
に
、「
同
条
第
三
項
後
段
」
を
「
同
条

第
四
項
後
段
」
に
、「
第
十
三
条
第
三
項
後
段
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

（
仙
台
市
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

仙
台
市
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
お
け
る
書
面
の
交
付
の
方
法
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
仙
台
市
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

仙
台
市
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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２　

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
お
け
る
書
面
の
交
付
の
方
法
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
七
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６　

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
時
差
止
処
分
を
受
け
る
べ
き
者
の
所
在
が
知
れ
な
い
と
き
に
お
け
る
書
面
の
交
付
の
方
法

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
仙
台
市
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

仙
台
市
職
員
退
職
手
当
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

仙
台
市
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
を
受
け
る
べ
き
者
の
所
在
が
知
れ
な
い
と
き
に
お
け
る
通
知
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

第
十
四
条
第
四
項
中
「（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）」
を
削
る
。

（
仙
台
市
屋
外
広
告
物
条
例
及
び
仙
台
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条　

第
一
号
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
、
規
則
」
を
「
、
仙
台
市
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
仙
台
市
条
例
第
一

号
）
第
十
三
条
第
四
項
前
段
の
規
定
の
例
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
規
則
」

に
改
め
、
第
二
号
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
の
規
定
に
よ
る
掲
示
」
を
「
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
公
示
」
に
改
め
る
。

一　

仙
台
市
屋
外
広
告
物
条
例
（
平
成
元
年
仙
台
市
条
例
第
四
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
仙
台
市
都
市
公

園
条
例
（
昭
和
四
十
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
二
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号

二　

仙
台
市
屋
外
広
告
物
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
仙
台
市
都
市
公
園
条
例
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
仙
台
市
行
政
手
続
条
例（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
改
正
後
の
条
例
」と
い
う
。
）

第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
改
正
後
の
条
例
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
条
例
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
行
う
通
知
、
書
面
の
交
付
又
は
公
示（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
行
為
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
っ
た
通
知
、
書
面
の
交
付
又
は
公
示
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

理　

由

行
政
手
続
法
の
改
正
を
考
慮
し
、
公
示
送
達
等
の
方
法
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
を
加
え
る
と
と
も
に
、

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
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理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
五
号
議
案

仙
台
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
一
五
、
〇
九
七
人
」
を
「
一
五
、
三
〇
四
人
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
五
、
一
五
九
人
」
を
「
五
、

二
七
六
人
」
に
、「
四
一
九
人
」
を
「
四
三
九
人
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
八
八
〇
人
」
を
「
八
八
三
人
」
に
改
め
、

同
条
第
八
号
中
「
二
四
人
」
を
「
二
五
人
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
六
、
二
九
一
人
」
を
「
六
、
三
五
七
人
」
に
、「
五
、

八
四
七
人
」
を
「
五
、
九
一
〇
人
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
一
七
人
」
を
「
一
九
人
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号

中
「
一
、
一
一
六
人
」
を
「
一
、
一
三
四
人
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

市
長
の
事
務
部
局
、
福
祉
事
務
所
、
市
立
病
院
、
監
査
委
員
の
事
務
部
局
、
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
等
、
学
校
及
び

人
事
委
員
会
の
事
務
部
局
の
職
員
並
び
に
消
防
職
員
の
定
数
を
増
加
さ
せ
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
六
号
議
案

仙
台
市
土
地
開
発
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
土
地
開
発
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
土
地
開
発
基
金
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
仙
台
市
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
処
分
）

第
六
条　

市
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
金
の
一
部
を
処
分
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
基
金
の
一
部
の
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
基
金
の
額
は
、
処
分
額
相
当
額
減
少
す
る
も
の
と

す
る
。附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

土
地
開
発
基
金
の
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
た
め
、現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
七
号
議
案

仙
台
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
仙
台
市
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

九
の
二　

独
身
証
明　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

独
身
証
明
手
数
料　
　
　
　
　
　

一
通
に
つ
き　

三
百
円

九
の
三　

婚
姻
要
件
具
備
証
明　
　
　
　
　
　

婚
姻
要
件
具
備
証
明
手
数
料　
　

一
通
に
つ
き　

三
百
円

九
の
四　

戸
籍
受
附
帳
に
記
載
の
な
い
こ
と　

戸
籍
受
附
帳
に
記
載
の
な
い
こ　

一
通
に
つ
き　

三
百
円

　

の
証
明　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
の
証
明
手
数
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
通
に
つ
き　

三
百
円

第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
中「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）」を
削
り
、
同
項
第
八
十
二
号
中「
マ
ン
シ
ョ

ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
百
五
条

第
一
項
」を「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
九
第
一
項
」に
改
め
、「
基
づ
く
容
積
率
」の
下
に「
又
は
各
部
分
の
高
さ
」を
加
え
、

「
要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
に
係
る
容
積
率
の
特
例
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の

建
替
え
等
に
係
る
容
積
率
等
の
特
例
許
可
申
請
手
数
料
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
八
十
二
号
の
改
正
規
定
は
、
同

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
仙
台
市
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
二
か
ら
第
九
号
の
五
ま
で
の
規
定
に
よ

る
手
数
料
の
徴
収
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
請
求
が
な
さ
れ
る
も
の

に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
事
務
の
請
求
が
郵
便
又
は
信
書
便
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す

る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
を
い
う
。
）
に
よ
り
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
郵
便
物
又
は
信
書
便
物
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
信
書
便
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
通
信

日
付
印
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
日
（
そ
の
表
示
が
な
い
と
き
、
又
は
そ
の
表
示
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
郵
便
物

又
は
信
書
便
物
に
つ
い
て
通
常
要
す
る
送
付
日
数
を
基
準
と
し
た
と
き
に
そ
の
日
に
相
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る

日
）
が
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

理　

由

独
身
証
明
手
数
料
等
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
改
正
を
考
慮
し
、

要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
に
係
る
特
例
許
可
申
請
手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務
の
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
、

九
の
五　

戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
百
二
十
四
号
）
第
四
十
一
条
の
証
書
の

謄
本
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
の
証
明

外
国
方
式
証
書
の
謄
本
を
提
出

し
た
こ
と
の
証
明
手
数
料
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現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
八
号
議
案

仙
台
市
交
通
指
導
隊
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
交
通
指
導
隊
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
交
通
指
導
隊
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
休
隊
）

第
六
条　

隊
員
は
、
三
月
以
上
隊
員
と
し
て
の
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
市
長
が
必
要
と
認
め
る
と

き
は
、
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
隊
員
と
し
て
の
活
動
の
休
止
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
休
隊
」
と

い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

休
隊
を
し
て
い
る
隊
員
は
、
隊
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
す
る
が
、
職
務
に
従
事
し
な
い
。

３　

第
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
隊
を
し
て
い
る
隊
員
に
は
、
そ
の
休
隊
の
期
間
中
、
報
酬
を
支
給
し
な
い
。

別
表
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
仙
台
市
交
通
指
導
隊
条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
隊
の
た
め
必
要
な
手
続
そ
の

他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

理　

由

交
通
指
導
隊
に
お
け
る
休
隊
制
度
を
新
設
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
九
号
議
案

仙
台
市
敬
老
乗
車
証
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
敬
老
乗
車
証
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
敬
老
乗
車
証
条
例
（
平
成
十
四
年
仙
台
市
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
敬
老
乗
車
証
」
を
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

回
数
券
の
券
面
金
額
及
び
回
数
券
の
交
付
の
単
位
は
、
市
長
が
定
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
範
囲
内
」
の
下
に
「（
回
数
券
に
あ
っ
て
は
、
当
該
回
数
券
の
券
面
金
額
）」
を
加
え
、「
第
六
条
」

を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

敬
老
乗
車
証
の
種
類
は
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
及
び
回
数
券
と
す
る
。

第
三
条
中「
交
付
対
象
者
」を「
交
付
の
対
象
と
な
る
者（
第
五
条
に
お
い
て「
交
付
対
象
者
」と
い
う
。
）」に
改
め
る
。

第
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
て
い
る
金
額
（
次
条
、
第
六
条
及
び
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
「
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
残
高
」
と
い
う
。
）
を
増
額
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３　

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
千
円
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
上
限
額
）

第
五
条　

交
付
対
象
者
が
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
回
数
券
の
額
及
び
増
額
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
残

高
の
合
計
額
は
、
毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
ご
と
に
、
十
二
万
円
を
限
度
と
す
る
。

第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
号
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と

す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
三
号
」
を
「
第
十
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
利
用
可
能
金
額
」
を
「
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
残
高
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
負
担
割
合
）

第
六
条　

回
数
券
の
交
付
又
は
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
残
高
の
増
額
の
申
請
を
し
た
者
は
、
敬
老
乗
車
証
に
係
る
事
業
に
要
す
る
費

用
に
充
て
る
た
め
、
当
該
申
請
の
際
、
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
回
数
券
の
額
又
は
増
額
さ
せ
よ
う
と
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
残
高
に
百
分
の
二
十
五
の
範
囲
内
で
市
長
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２　

改
正
後
の
仙
台
市
敬
老
乗
車
証
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
回

数
券
の
交
付
の
た
め
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
改
正
後
の
条
例
の
規
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定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
後
の
条
例
第
六
条
中
「
の
際
」
と
あ
る
の
は
、「
の

際
（
当
該
申
請
が
回
数
券
の
交
付
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
回
数
券
の
交
付
を
受
け

る
際
）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

理　

由

敬
老
乗
車
証
制
度
に
お
け
る
回
数
券
方
式
の
導
入
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
四
十
号
議
案

仙
台
市
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
八
号
中
「
第
十
四
条
第
十
五
項
」
を
「
第
十
四
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整

備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
四
十
一
号
議
案

仙
台
市
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
仙
台
市
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
の
三
の
項
中
「
子
ど
も
（
十
五
歳
」
を
「
こ
ど
も
（
十
八
歳
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
四
の
項
中
「
、
子
ど
も
」
を
「
、
こ
ど
も
」
に
、「
子
ど
も
医
療
費
助
成
関
係
情
報
」
を
「
こ
ど
も
医
療

費
助
成
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
表
の
六
の
項
、
十
三
の
項
、
十
八
の
項
及
び
十
九
の
項
中
「
子
ど
も
医
療
費
助
成
関
係

情
報
」
を
「
こ
ど
も
医
療
費
助
成
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
表
の
二
十
の
項
中
「
子
ど
も
」
を
「
こ
ど
も
」
に
改
め
、
同

表
の
二
十
一
の
項
中
「
子
ど
も
医
療
費
助
成
関
係
情
報
」
を
「
こ
ど
も
医
療
費
助
成
関
係
情
報
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

こ
ど
も
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
事
務
に
お
け
る
個
人
番
号
の
利
用
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
所
要
の

規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。
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第
四
十
二
号
議
案

仙
台
市
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
児
童
福
祉
施
設
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
仙
台
市
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
児
童
厚
生
施
設
仙
台
市
荒
井
児
童
館
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

仙
台
市
秋
保
児
童
館

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
長
袋
字
大
原
四
十
五
番
地
の
五

附　

則

こ
の
条
例
は
、
市
長
が
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

秋
保
児
童
館
を
設
置
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る

理
由
で
あ
る
。
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第
四
十
三
号
議
案

仙
台
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

仙
台
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年

仙
台
市
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中「
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
」を「
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
及
び
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
」に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
の
下
に
「（
法
第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）」
を
加
え
、

「
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
」
を
「
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
及
び
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
）

第
三
条　

法
第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
九
十
五

号
）
に
規
定
す
る
基
準
（
同
令
の
改
正
に
際
し
定
め
ら
れ
た
経
過
措
置
に
規
定
す
る
基
準
を
含
む
。
）
と
す
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
改
正
に
伴
い
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
と
と
も
に
、

条
例
の
題
名
を
仙
台
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
及
び
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
に
改
め
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提

出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
四
十
四
号
議
案

仙
台
市
地
球
温
暖
化
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
仙
台
市
地
球
温
暖
化
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
地
球
温
暖
化
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
仙
台
市
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
款　

地
球
温
暖
化
の
防
止
に
資
す
る
各
種
の
取
組
（
第
十
六
条
―
第
二
十
六
条
）」
を

「
第
二
款　

建
築
物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
等
の
推
進
（
第
十
六
条
―
第
三
十
条
）　

に
、「
第
二
十
七
条
」

第
三
款　

地
球
温
暖
化
の
防
止
に
資
す
る
各
種
の
取
組
（
第
三
十
一
条
―
第
四
十
条
）　　
　

」

を
「
第
四
十
一
条
」
に
、「
第
二
十
八
条
―
第
三
十
三
条
」
を
「
第
四
十
二
条
―
第
四
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
四
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
物
質
」
の
下
に
「（
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
を
除
く
。
）」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
第

十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
に
係
る
」
を
「
の
各
年
度
に
つ
い
て
、」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
三
十
三
条
を
第
四
十
七
条
と
し
、
第
三
十
二
条
を
第
四
十
六
条
と
し
、
第
三
十
一
条
を
第
四
十
五
条
と
す
る
。

第
三
十
条
第
一
号
中
「
又
は
」
を
削
り
、「
提
出
し
」
を
「
提
出
せ
ず
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
太
陽

光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
を
提
出
せ
ず
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書

を
提
出
せ
ず
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
計
画
変
更
届
の
届
出
を
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
又
は
事

業
者
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
報
告
書
」
を
「
、
事
業
者
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
報
告
書
、
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
、

太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
又
は
計
画
変
更
届
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
四
十
二
条
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三　

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
提
出
又
は
届
出
に
係
る
中
小
規
模
特
定
建
築
物
又
は
大
規
模
特
定
建
築

物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
状
況
又
は
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
の
状
況
が
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条

第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
十
分
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
、
か
つ
、
正
当
な
理
由
な
く
第
二
十
九
条
の
指
導
又
は
助
言
に
従
わ
な
い
者

四　

正
当
な
理
由
な
く
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
な
い
者

第
三
十
条
を
第
四
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
計
画
書
提
出
特
定
事
業
者
」
の
下
に
「
、
報
告
書
提
出
特
定
建
築
事
業
者
等
」
を
加
え
、
同

条
を
第
四
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
計
画
書
提
出
特
定
事
業
者
」
の
下
に
「
、
報
告
書
提
出
特
定
建
築
事
業
者
等
」
を
加
え
、
同
条
を
第

四
十
二
条
と
し
、
第
二
章
第
三
節
中
第
二
十
七
条
を
第
四
十
一
条
と
し
、
同
章
第
二
節
第
二
款
中
第
二
十
六
条
を
第
四
十
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条
と
し
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
を
十
四
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
条
を
削
り
、
第
二
十
一
条
を
第
三

十
六
条
と
し
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
を
十
五
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
款
を
同
節
第
三
款
と
し
、
同
節
第
一
款
の

次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

　
　
　
　

第
二
款　

建
築
物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
等
の
推
進

（
建
築
主
等
の
責
務
）

第
十
六
条　

建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
新
築
し
、
増
築
し
、
又
は
改
築
し
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
六
条
に
お
い
て
「
建

築
主
」
と
い
う
。
）
及
び
建
築
物
を
新
た
に
建
設
す
る
工
事
を
業
と
し
て
請
け
負
う
者
（
次
条
に
お
い
て
「
建
設
請
負

事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
建
築
物
に
つ
い
て
、
太
陽
光
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備
（
以
下
「
太
陽
光
発
電
設
備
」

と
い
う
。
）
の
設
置
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
そ
の
他
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
を
図
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
中
小
規
模
特
定
建
築
物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
）

第
十
七
条　

特
定
建
築
事
業
者
（
建
設
請
負
事
業
者
又
は
建
築
物
を
新
築
し
、
こ
れ
を
分
譲
し
、
若
し
く
は
賃
貸
す
る
こ

と
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
「
建
築
事
業
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ

て
、
年
度
に
お
い
て
本
市
の
区
域
内
に
、
新
た
に
建
設
し
、
又
は
新
築
す
る
市
長
が
定
め
る
規
模
未
満
の
建
築
物
（
当

該
年
度
に
お
い
て
、
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
（
建
築
物
の
計
画
の
変
更
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
交
付
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、

当
該
建
築
事
業
者
が
自
ら
そ
の
工
事
を
行
う
も
の
に
限
り
、
市
長
が
定
め
る
種
類
の
も
の
を
除
く
。
以
下
「
中
小
規
模

特
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
延
べ
面
積
の
合
計
が
市
長
が
定
め
る
値
以
上
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

当
該
中
小
規
模
特
定
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
お
い
て
、
出
力
の
合
計
が
市
長
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
太
陽

光
発
電
設
備
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

特
定
建
築
事
業
者
は
、
当
該
中
小
規
模
特
定
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
お
い
て
、
出
力
の
合
計
が
市
長
が
定
め
る
誘

導
基
準
（
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
の
促
進
の
た
め
に
誘
導
す
べ
き
基
準
を
い
う
。
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
適
合
す
る
よ
う
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

特
定
建
築
事
業
者
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
に
代
え
て
、
こ
れ
と
同
等
の
措
置
と
し
て
市
長
が
定
め
る
も
の
を

講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
を
講
じ
た
特
定
建
築
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
中
小
規
模
特
定
建
築
物
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
の
遵
守
）

第
十
八
条　

特
定
建
築
事
業
者
は
、
当
該
中
小
規
模
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
、
市
長
が
定
め
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準

に
適
合
す
る
よ
う
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

特
定
建
築
事
業
者
は
、
当
該
中
小
規
模
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
、
市
長
が
定
め
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
誘
導
基
準（
省

エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
の
向
上
の
促
進
の
た
め
に
誘
導
す
べ
き
基
準
を
い
う
。
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

適
合
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
の
提
出
）

第
十
九
条　

特
定
建
築
事
業
者
は
、
年
度
ご
と
に
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
（
以
下
「
太
陽
光
発

電
設
備
設
置
等
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
市
長
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２　

太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

特
定
建
築
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
）

二　

本
市
の
区
域
内
に
新
た
に
建
設
し
、
又
は
新
築
し
よ
う
と
し
た
中
小
規
模
特
定
建
築
物
の
棟
数
及
び
延
べ
面
積
の

合
計

三　

第
十
七
条
第
一
項
の
基
準
に
対
す
る
適
合
状
況

四　

第
十
七
条
第
三
項
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
の
実
施
状
況

五　

前
条
第
一
項
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
に
対
す
る
適
合
状
況

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

３　

市
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
次
条
の
評
価
を
行
っ

た
上
で
、
速
や
か
に
、
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
の
評
価
）

第
二
十
条　

市
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
市
長
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
に
つ
い
て
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
一
般
建
築
事
業
者
等
の
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
の
提
出
等
）

第
二
十
一
条　

特
定
建
築
事
業
者
以
外
の
建
築
事
業
者
そ
の
他
市
長
が
認
め
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
一
般
建
築
事
業
者

等
」
と
い
う
。
）
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
を
作
成
し
、
市
長
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
市
長
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
二
条
（
第
十
九
条
第
一
項
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
一
般
建
築
事
業
者

等
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
大
規
模
特
定
建
築
物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
）

第
二
十
二
条　

市
長
が
定
め
る
規
模
以
上
の
建
築
物
（
市
長
が
定
め
る
種
類
の
建
築
物
を
除
く
。
以
下
「
大
規
模
特
定
建

築
物
」
と
い
う
。
）
の
建
築
主
（
以
下
「
特
定
建
築
主
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地

に
お
い
て
、
市
長
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

特
定
建
築
主
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
お
い
て
、
市
長
が
定
め
る
誘
導
基
準
に
適
合
す
る
よ

う
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

特
定
建
築
主
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
に
代
え
て
、
こ
れ
と
同
等
の
措
置
と
し
て
市
長
が
定
め
る
も
の
を
講
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
を
講
じ
た
特
定
建
築
主
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
基
準
に
適
合

し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
大
規
模
特
定
建
築
物
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
の
遵
守
）

第
二
十
三
条　

特
定
建
築
主
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
、
市
長
が
定
め
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
に
適

合
す
る
よ
う
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

特
定
建
築
主
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
、
市
長
が
定
め
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
誘
導
基
準
に
適
合
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
の
提
出
）
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第
二
十
四
条　

特
定
建
築
主
は
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
書
（
以
下
「
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計

画
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
市
長
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

特
定
建
築
主
の
氏
名
及
び
住
所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、そ
の
名
称
、代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二　

大
規
模
特
定
建
築
物
の
名
称
及
び
所
在
地

三　

大
規
模
特
定
建
築
物
の
概
要

四　

第
二
十
二
条
第
一
項
の
基
準
に
対
す
る
適
合
状
況

五　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容

六　

前
条
第
一
項
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
に
対
す
る
適
合
状
況

七　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

３　

市
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
次
条
の
評
価
を
行
っ

た
上
で
、
速
や
か
に
、
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

４　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
を
提
出
し
た
特
定
建
築
主
（
以
下
「
計
画
書
提
出
特
定
建

築
主
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
に
係
る
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
六

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書（
以
下「
計
画
変
更
届
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
、
市
長
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

計
画
書
提
出
特
定
建
築
主
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
に
係
る
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
第
二
項
第
一
号
、

第
二
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６　

計
画
書
提
出
特
定
建
築
主
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た
と
き
又
は
工
事
を
中
止
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

第
三
項
の
規
定
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
、
第
三
項
の
規
定
（
評
価
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
前

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
等
の
評
価
）

第
二
十
五
条　

市
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
、
市
長
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き　

当
該
太
陽
光
発
電
設
備
設

置
等
計
画
書

二　

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
画
変
更
届
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き　

当
該
計
画
変
更
届

（
一
般
建
築
主
等
の
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
の
提
出
等
）

第
二
十
六
条　

特
定
建
築
主
以
外
の
建
築
主
そ
の
他
市
長
が
認
め
る
者（
次
項
に
お
い
て「
一
般
建
築
主
等
」と
い
う
。
）

は
、
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
を
作
成
し
、
市
長
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
市
長
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
二
条
（
第
二
十
四
条
第
一
項
を
除
く
。
）
及
び
次
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
一
般
建
築
主
等
が
前
項

の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必

要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
の
際
の
遵
守
事
項
）
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第
二
十
七
条　

市
長
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
特
定
建
築
事
業
者
及
び
特
定
建
築
主
に
対
し
、
市
民

及
び
事
業
者
が
安
全
に
、
か
つ
、
安
心
し
て
太
陽
光
発
電
設
備
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
市
長
が
定
め
る
事
項
を
遵
守
す

る
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
表
彰
）

第
二
十
八
条　

市
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
表
彰
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
を
提
出
し
た
特
定
建
築
事
業
者
（
次
条
に
お
い
て
「
報
告
書
提
出
特
定
建
築
事

業
者
」
と
い
う
。
）　 

第
二
十
条
の
評
価
の
結
果
が
特
に
優
良
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

二　

計
画
書
提
出
特
定
建
築
主
又
は
計
画
変
更
届
の
届
出
を
し
た
計
画
書
提
出
特
定
建
築
主
（
次
条
に
お
い
て
「
計
画

変
更
届
出
特
定
建
築
主
」
と
い
う
。
）　 
第
二
十
五
条
の
評
価
の
結
果
が
特
に
優
良
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

（
指
導
及
び
助
言
）

第
二
十
九
条　

市
長
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
そ
の
他
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

の
抑
制
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
報
告
書
提
出
特
定
建
築
事
業
者
、
計
画
書
提
出
特
定
建
築

主
及
び
計
画
変
更
届
出
特
定
建
築
主（
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て「
報
告
書
提
出
特
定
建
築
事
業
者
等
」

と
い
う
。
）
に
対
し
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
太
陽
光
発
電
設
備
の
再
使
用
及
び
再
生
利
用
）

第
三
十
条　

中
小
規
模
特
定
建
築
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
又
は
大
規
模
特
定
建
築
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
に
設
置
し
た
太

陽
光
発
電
設
備
を
撤
去
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
済
み
と
な
る
太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い
て
、
再
使
用
及
び
再
生
利

用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
は
、
前
項
の
再
使
用
及
び
再
生
利
用
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
五
号
ロ
及
び
第
十
五
条
第
一
項
の
改
正

規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
仙
台
市
地
球
温
暖
化
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、

第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
建
築

基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の

申
請
又
は
同
法
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
行
わ
れ
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
適
用
し

な
い
。

（
検
討
）

３　

市
長
は
、
建
築
物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
等
の
推
進
に
係
る
国
の
施
策
の
動
向
、
本
市
に
お
け
る
施
策

の
実
施
状
況
等
を
勘
案
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
仙
台
市
地
球
温
暖
化
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
規
定

の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

理　

由

建
築
物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
等
の
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
一
般
事
業
者
の
事
業
者
温
室
効
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果
ガ
ス
削
減
計
画
書
の
作
成
対
象
期
間
を
短
縮
す
る
と
と
も
に
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

38



第
四
十
五
号
議
案

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
（
令
和
二
年
仙
台
市
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「（
取
扱
品
目
等
）」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

市
長
は
、
前
項
の
取
扱
品
目
に
食
品
等
の
持
続
的
な
供
給
を
実
現
す
る
た
め
の
食
品
等
事
業
者
に
よ
る
事
業
活
動
の

促
進
及
び
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
。
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号
に
お

い
て
「
食
品
等
持
続
的
供
給
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
飲
食
料
品
等
（
第
五
十
五
条
第

三
項
第
一
号
に
お
い
て「
指
定
飲
食
料
品
等
」と
い
う
。
）が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
飲
食
料
品
等
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

市
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
指
定
飲
食
料
品
等
に
係
る
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
四
十
二
条
第
一

項
第
一
号
の
指
標

二　

食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
三
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

卸
売
市
場
法
の
改
正
を
考
慮
し
、
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
に
資
す
る
事
項
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の

他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
四
十
六
号
議
案

仙
台
市
観
光
交
流
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
観
光
交
流
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
観
光
交
流
施
設
条
例
（
平
成
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
せ
ん
だ
い
青
葉
山
交
流
広
場
・
駐
車
場
の
項
を
削
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
利
用
」
を
「
使
用
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
、「
又
は

せ
ん
だ
い
青
葉
山
交
流
広
場
・
駐
車
場
の
交
流
広
場
」
を
削
り
、「
利
用
し
よ
う
」
を
「
使
用
し
よ
う
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
利
用
許
可
」
を
「
使
用
許
可
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
利
用
許
可
」
を
「
使
用
許
可
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
中
「
利
用
許
可
」
を
「
使
用
許
可
」
に
、「
利
用
者
」
を
「
使
用
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
利
用

で
き
な
い
」
を
「
使
用
で
き
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
利
用
」
を
「
使
用
」
に
改
め
る
。

第
五
条
た
だ
し
書
中
「
利
用
者
」
を
「
使
用
者
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中「
目
的
外
利
用
」を「
目
的
外
使
用
」に
改
め
、
同
条
中「
利
用
者
」を「
使
用
者
」に
、「
利
用
し
て
」

を
「
使
用
し
て
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
利
用
権
」
を
「
使
用
権
」
に
改
め
、
同
条
中
「
利
用
者
」
を
「
使
用
者
」
に
、「
利
用
の
」
を
「
使

用
の
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
利
用
許
可
」
を
「
使
用
許
可
」
に
改
め
、
同
条
中
「
利
用
者
」
を
「
使
用
者
」
に
、「
利
用
許
可
」

を
「
使
用
許
可
」
に
、「
利
用
を
」
を
「
使
用
を
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
利
用
許
可
」
を
「
使
用
許
可
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
を
削
り
、
第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
中
「
利
用
区
分
」
を
「
使
用
区
分
」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「
利
用
す
る
」
を
「
使
用
す
る
」
に

改
め
、
別
表
第
一
の
二
の
表
中
「
利
用
区
分
」
を
「
使
用
区
分
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
号
中
「
利
用
時
間
」
を
「
使

用
時
間
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
中
「
利
用
す
る
」
を
「
使
用
す
る
」
に
改
め
、
別
表
第
一
の
三
の
表
中
「
利
用
区

分
」
を
「
使
用
区
分
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
号
中
「
利
用
時
間
」
を
「
使
用
時
間
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
及

び
第
三
号
中
「
利
用
す
る
」
を
「
使
用
す
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
一
を
別
表
と
す
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

せ
ん
だ
い
青
葉
山
交
流
広
場
・
駐
車
場
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
四
十
七
号
議
案

仙
台
市
建
築
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
建
築
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
建
築
審
査
会
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の

再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
百
五
条
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
九
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
四
十
八
号
議
案

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
仙
台
市
条
例
第
五
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
荒
浜
地
区
整
備
計
画
区
域
の
項
中
「仙

台
市
若
林
区
荒
浜
字
念
仏
田

」
を
「仙

台
市
若
林
区
荒
浜
字
伊
勢
西
,

同
字
一
番
山
，
同
字
四
本
松
，
同
字
西
，
同
字
念
仏
田
及
び
同
字
南
丁

」
に
、「荒

浜
字
伊
勢
西
，
同
字
一
本
杉
東

」
を

「荒
浜
字
一
本
杉
東

」
に
、「同

字
四
本
松
，
同
字
西

」
を
「同

字
北
丁
，
同
字
新
堀
端
，
同
字
神
明
林
，
同
字
中
丁

」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
荒
浜
地
区
整
備
計
画
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

荒
浜
地
区

整
備
計
画

区
域

利
活
用
事

業
地
区

次
に
掲
げ
る
建
築
物
（
専
ら
そ
の
用
途
に

供
す
る
建
築
物
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
建

築
物
（
令
第
130条

の
5
の
5
各
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
以
外

の
建
築
物

ア
�　
児
童
厚
生
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
も
の

イ
�　
公
衆
浴
場
（
風
営
法
第
2
条
第
6
項

第
1
号
に
掲
げ
る
営
業
を
営
む
も
の
を

除
く
。
）

ウ
�　
体
育
館
，
ス
ポ
ー
ツ
の
練
習
場
（
ゴ

ル
フ
練
習
場
を
除
く
。
）
又
は
遊
技
場

（
風
営
法
第
2
条
第
1
項
第
4
号
及
び

第
5
号
に
掲
げ
る
営
業
を
営
む
も
の
を

除
く
。
）

エ
�　
ピ
ク
ニ
ッ
ク
緑
地
，
キ
ャ
ン
プ
場
，

レ
ジ
ャ
ー
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
の
管
理
運
営
の
用
に
供
す
る
建

築
物
（
宿
泊
の
用
に
供
す
る
建
築
物
を

除
く
。
）

オ
�　
農
業
，
林
業
又
は
漁
業
の
用
に
供
す

る
建
築
物
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カ
　
農
産
物
，
林
産
物
又
は
水
産
物
の
処

理
，
貯
蔵
又
は
加
工
に
必
要
な
建
築
物

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る

も
の

キ
　
床
面
積
の
合
計
が
150平

方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
倉
庫
（
倉
庫
業
を
営
む
も
の

を
除
く
。
）

ク
　
店
舗
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用

途
に
供
す
る
も
の
で
そ
の
用
途
に
供
す

る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
2,500平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
（
風
営
法
第

2
条
第
1
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
，
同

条
第
5
項
の
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
又

は
同
条
第
13項
の
接
客
業
務
受
託
営
業

を
営
む
も
の
及
び
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ケ
　
展
示
場

コ
　
床
面
積
の
合
計
が
250平

方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
集
会
場
又
は
集
会
所
（
葬
儀

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除

く
。
）

サ
　
津
波
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
23年
法
律
第
77号
）
第
2
条
第

2
号
の
津
波
に
よ
り
浸
水
す
る
と
想
定

さ
れ
る
地
域
に
お
け
る
一
時
的
な
避
難

場
所
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
堅
固
な

建
築
物
（
以
下
「
津
波
避
難
施
設
」
と

い
う
。
）

シ
　
動
物
の
運
動
場

ス
　
あ
ず
ま
や

公
共
利
用

地
区

展
示
場
（
専
ら
そ
の
用
途
に
供
す
る
建
築

物
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
建
築
物
（
令
第

130条
の
5
の
5
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
に
限
る
。
）
以
外
の
建
築
物
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別
表
第
九
荒
浜
地
区
整
備
計
画
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

荒
浜
地
区
計
画
の
区
域
内
の
建
築
物
に
関
す
る
制
限
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

荒
浜
地
区
整
備
計
画
区
域

利
活
用
事
業
地
区

警
察
官
派
出
所
等

第
3
条

津
波
避
難
施
設

第
9
条

公
共
利
用
地
区

警
察
官
派
出
所
等

第
3
条
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第
四
十
九
号
議
案

仙
台
市
建
築
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
建
築
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
建
築
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
条
第
一
項
第
十
三
号
中
「
第
十
四
項
」
の
下
に
「（
同
項
第
三
号
の
規
定
に
あ
っ
て
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）」
を
加
え
、

同
項
第
十
五
号
、
第
十
八
号
及
び
第
二
十
三
号
中
「
の
規
定
」
を
「（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関

す
る
法
律
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

建
築
物
の
容
積
率
等
の
特
例
許
可
の
申
請
に
係
る
各
種
手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務
の
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
、
現
行
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
五
十
号
議
案

仙
台
市
農
業
集
落
排
水
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
農
業
集
落
排
水
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条　

仙
台
市
農
業
集
落
排
水
事
業
条
例
（
平
成
二
年
仙
台
市
条
例
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
長
袋
地
区
の
項
中
「
仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
境
野
字
上
戸
、
同
字
漆
方
」
を
「
仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
境
野
字

漆
方
」
に
改
め
、「
、
同
字
中
原
、
同
字
中
屋
敷
、
同
字
野
尻
、
同
字
辺
田
、
同
字
辺
田
山
」
を
削
る
。

第
二
条　

仙
台
市
農
業
集
落
排
水
事
業
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
長
袋
地
区
の
項
を
削
る
。

第
三
条　

仙
台
市
農
業
集
落
排
水
事
業
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
馬
場
地
区
の
項
を
削
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
市
長
が
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
仙
台
市
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正
）

２　

仙
台
市
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
仙
台
市
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

15　

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
を
使
用
す
る
区
域
か
ら
公
共
下
水
道
を
使
用
す
る
区
域
へ
の
編
入
が
行
わ
れ
た
区
域
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
区
域
内
で
そ
の
編
入
が
行
わ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
項
か
ら
附
則
第
十
七
項
ま
で
に
お
い

て
「
編
入
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
を
使
用
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
編
入
日
か
ら
引

き
続
い
て
公
共
下
水
道
を
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
が
い
る
と
き
に
お
け
る
当
該
者
か
ら
徴
収
す
る
公
共
下
水

道
の
使
用
料
（
編
入
日
以
後
初
め
て
支
払
を
受
け
る
権
利
が
確
定
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
第
十
一
条
の
三

第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
一
般
汚
水
の
項
中

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
あ
る
の
は
、 　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　

  

」

�

十
一
条
の
五
第
一
項（
公
共
下
水
道
の
使
用
の
開
始
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）及
び
第
二
項
の
規
定
は
、適
用
し
な
い
。

附
則
第
十
六
項
及
び
第
十
七
項
中「
施
行
日
」を「
編
入
日
」に
、「
区
域
」を「
編
入
が
行
わ
れ
た
区
域
」に
改
め
る
。

理　

由

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
の
処
理
区
域
か
ら
長
袋
地
区
及
び
馬
場
地
区
を
除
く
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

汚
水
量
千
立

方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
一
万

立
方
メ
ー
ト

ル
ま
で
の
分

汚
水
量
一
万

立
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る

分

�

四
〇
六
円

�

四
二
〇
円

汚
水
量
千
立

方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
分

�

四
〇
六
円
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第
五
十
一
号
議
案

仙
台
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
仙
台
市
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
承
認
」
の
下
に
「（
こ
の
項
た
だ
し
書
を
除
き
、
以
下
「
承
認
」
と
い
う
。
）」
を
加
え
、
同

項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
公
共
下
水
道
管
理

者
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
管
理
者
を
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
事
業
者
も
、
排
水
設
備
工
事

を
施
工
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
削
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
」
を
削
り
、「
承
認
す
る
」
を
「
承
認
を
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
専

属
さ
せ
て
い
る
」
を
「
選
任
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
の
」
を
削
る
。

第
六
条
の
四
第
一
項
中
「
専
属
の
」
を
「
選
任
し
た
」
に
、「
第
六
条
の
十
一
第
一
項
各
号
」
を
「
第
六
条
の
十
一
第

二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
五
第
一
項
及
び
第
六
条
の
八
第
一
項
中
「
第
六
条
の
二
第
一
項
の
」
を
削
る
。

第
六
条
の
十
一
の
見
出
し
中
「
の
責
務
」
を
削
り
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条

に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

公
認
業
者
は
、
営
業
所
ご
と
に
、
第
六
条
の
九
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
か
ら
、
責
任
技
術
者
を
選

任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
認
業
者
は
、
当
該
責
任
技
術
者
を
他
の
県
内
営
業
所
の
責
任
技

術
者
と
兼
ね
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
の
十
四
第
三
項
中
「
第
六
条
の
十
一
第
一
項
各
号
」
を
「
第
六
条
の
十
一
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
け
る
排
水
設
備
工
事
の
実
施
に
係
る
資
格
を
見
直
す
と
と
も
に
、
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
の
配
置
基
準
を
緩
和
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出

す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
五
十
二
号
議
案

仙
台
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
水
道
事
業
給
水
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

工
事
は
、
市
又
は
市
が
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
指
定
を
し
た
者
（
以
下
「
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
」
と
い

う
。
）
で
な
け
れ
ば
、
設
計
し
、
及
び
施
行
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
管

理
者
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
水
道
事
業
者
（
法
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
他
の
水
道
事
業
者
が
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
指
定
を
し
た
者
も
、
工
事
を

設
計
し
、
及
び
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
」
の
下
に
「
又
は
前
項
た
だ
し
書
の
者
（
次
条
第
二
項
及
び
第
三

十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
」
を
「
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業

者
等
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
け
る
給
水
装
置
工
事
の
実
施
に
係
る
資
格
を
見
直
す
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
五
十
三
号
議
案

仙
台
市
消
防
団
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
消
防
団
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
消
防
団
員
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
仙
台
市
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
職
務
報
酬
部
長
の
項
中
「
三
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
職
務
報
酬
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
七
年
度
分
ま
で
の

職
務
報
酬
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

理　

由

非
常
勤
の
消
防
団
員
の
う
ち
部
長
の
階
級
に
あ
る
者
の
職
務
報
酬
を
改
定
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

57



第
五
十
四
号
議
案

仙
台
市
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費
の
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費
の
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
仙
台
市
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
規
定
す
る
保
護
者
」
の
下
に
「（
次
項
に
お
い
て
「
保
護
者
」
と
い
う
。
）」
を
加
え
、
同
条
中
第

三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
は
、
同
項
の
保
護
者
等
の
う
ち
前
条
の
小
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
（
小
学
部

に
限
る
。
）
の
児
童
の
保
護
者
（
そ
の
児
童
に
つ
い
て
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十

三
条
の
規
定
に
よ
る
教
育
扶
助
そ
の
他
市
長
が
定
め
る
給
付
で
学
校
給
食
費
に
関
す
る
も
の
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
の

保
護
者
で
あ
る
者
の
う
ち
市
長
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
は
、
学
校
給
食
費
を
徴
収
し
な
い
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
仙
台
市
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
二
項
の

規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
実
施
す
る
学
校
給
食
に
係
る
学
校
給
食
費
の
徴
収
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
実
施
し
た
学
校
給
食
に
係
る
学
校
給
食
費
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

理　

由

小
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
お
け
る
学
校
給
食
費
を
無
償
化
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
五
十
五
号
議
案

仙
台
市
乗
合
自
動
車
運
賃
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
乗
合
自
動
車
運
賃
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
乗
合
自
動
車
運
賃
条
例
（
平
成
二
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
三
十
八
円
十
銭
」
を
「
四
十
五
円
九
十
銭
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
百
六
十
円
」
を
「
百
九
十
円
」
に
、「
八
十
円
」
を
「
百
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
、
附
則
第
三
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
か
ら
附
則
第
五
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び

項
番
号
を
削
る
。

別
表
定
期
旅
客
運
賃
通
勤
大
人
一
月
の
項
中
「
三
割
」
を
「
二
割
五
分
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
市
長
が
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

普
通
旅
客
運
賃
の
基
本
計
算
賃
率
及
び
最
低
運
賃
並
び
に
通
勤
定
期
旅
客
運
賃
の
割
引
率
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
所

要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理

由
で
あ
る
。
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第
五
十
六
号
議
案

仙
台
市
医
療
扶
助
審
議
会
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

仙
台
市
医
療
扶
助
審
議
会
条
例
を
廃
止
す
る
条
例　

仙
台
市
医
療
扶
助
審
議
会
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
仙
台
市
条
例
第
百
二
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

医
療
扶
助
審
議
会
を
廃
止
す
る
た
め
、
現
行
条
例
を
廃
止
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理

由
で
あ
る
。
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第 57 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1　工 事 件 名　　 （仮称）生出地域複合化公共施設新築工事

2　工事施行場所　　仙台市太白区茂庭二丁目10番

3 　契約の方法　　一般競争入札

4　契 約 金 額　　金 963,626,400円

5 　契約の相手方　　仙台市宮城野区幸町二丁目23番 1 号

　　　　　　　　　　中城建設・ビルド共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市宮城野区幸町二丁目23番 1 号

　　　　　　　　　　　　　　　中城建設株式会社

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市太白区長町南一丁目 8番18号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ビルド
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第 58 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1　工 事 件 名　　 （市）高畑定義線（定義工区）橋梁上部工工事

2　工事施行場所　　仙台市青葉区大倉字赤岩，同字大葉羅及び同字大葉羅下地内

3　契約の方法　　一般競争入札

4　契 約 金 額　　金 1,815,000,000円

5 　契約の相手方　　仙台市青葉区一番町二丁目 2番13号

　　　　　　　　　　東日本コンクリート・極東興和・オリエンタル白石共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区一番町二丁目 2番13号

　　　　　　　　　　　　　　　東日本コンクリート株式会社

　　　　　　　　　　　構成員　広島市東区光町二丁目 6番31号

　　　　　　　　　　　　　　　極東興和株式会社

　　　　　　　　　　　構成員　東京都江東区豊洲五丁目 6番52号

　　　　　　　　　　　　　　　オリエンタル白石株式会社
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第 59 号議案

工事請負契約の締結に関する件の一部変更に関する件

令和 7年12月17日付けで一部変更の議決を得た仙台市役所本庁舎整備第 1期　給排水衛生設備

工事に係る工事請負契約の締結に関する件の一部を次のとおり変更することにつき，議会の議決

に付すべき契約に関する条例第 2条の規定により，議決を求める。

原契約金額　　　金 1,997,699,000円

変更契約金額　　　金 2,212,419,000円

増 加 金 額　　　 金 214,720,000円
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第 60 号議案

あっせんに関する件

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に係る損害賠償請求について，次のとお

りあっせんを申し立てることにつき，地方自治法第96条第 1項第12号の規定により，議決を求め

る。

1　当　 事　 者　　申立人　仙台市

　　　　　　　　　　相手方　東京都千代田区内幸町一丁目 1番 3号

　　　　　　　　　　　　　　東京電力ホールディングス株式会社

2　申　 立　 先　　原子力損害賠償紛争解決センター

3　申立ての趣旨　　�相手方に対し本市が令和元年度から令和 4年度までの各年度において放射

性物質の影響対策に要した費用（公費により補填された額を除く。）の合

計額39,570,010円に係る以下の額（申立て前に相手方からこれらの額の一

部の支払があったときは，当該支払があった額を控除した額）の支払を求

めることについて，和解の仲介を求めるもの

　　　　　　　　　　⑴�　相手方との協議により合意に至らなかった額4,775,040円及びこれに対

する損害発生日から支払済みまで年 5分の割合による遅延損害金

　　　　　　　　　　⑵�　相手方から支払を受けた額34,794,970円に対する損害発生日から支払

済みまで年 5分の割合による遅延損害金
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第 61 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2第 6 項の規定により，

議決を求める。

施設の名称 指 定 す る 団 体 指定の期間

エル・パーク仙台 仙台市青葉区中央一丁目 3番 1号
公益財団法人せんだい男女共同参画財団

令和 8年 4月 1日から
令和11年 3 月31日まで

エル・ソーラ仙台
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第 62 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2第 6 項の規定により，

議決を求める。

施設の名称 指 定 す る 団 体 指定の期間

仙台市なかよし学園
仙台市青葉区荒巻神明町 2番10号
社会福祉法人なのはな会

令和 8年 4月 1日から
令和11年 3 月31日まで

仙台市サンホーム
仙台市泉区南中山二丁目12番地の 3
特定非営利活動法人グループゆう

仙台市袋原たんぽぽ
ホーム

仙台市青葉区立町18番 3 号
社会福祉法人仙台はげみの会

仙台市あおぞらホーム
仙台市青葉区荒巻神明町 2番10号
社会福祉法人なのはな会
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第 63 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2第 6 項の規定により，

議決を求める。

施設の名称 指 定 す る 団 体 指定の期間

仙台市亀岡老人福祉セ
ンター

埼玉県鴻巣市東一丁目 1番25号
社会福祉法人元気村

令和 8年 4月 1日から
令和10年 3 月31日まで
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第 64 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2第 6 項の規定により，

議決を求める。

施設の名称 指 定 す る 団 体 指定の期間

仙台市健康増進セン
ター

仙台市青葉区花京院一丁目 3番 2号
公益財団法人仙台市健康福祉事業団

令和 8年 4月 1日から
令和13年 3 月31日まで

79



第 65 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2第 6 項の規定により，

議決を求める。

施設の名称 指 定 す る 団 体 指定の期間

仙台市子育てふれあい
プラザ

仙台市青葉区上杉一丁目14番25号
特定非営利活動法人せんだいファミリーサ
ポート・ネットワーク

令和 8年 4月 1日から
令和10年 3 月31日まで
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第 66 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2第 6 項の規定により，

議決を求める。

施設の名称 指 定 す る 団 体 指定の期間

仙台市秋保二口キャン
プ場

仙台市太白区秋保町湯元字薬師28番地
一般社団法人秋保地域活性化協議会

令和 8年 4月 1日から
令和13年 3 月31日まで

仙台市秋保ビジターセ
ンター

せんだい秋保文化の里
センター
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第 67 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2第 6 項の規定により，

議決を求める。

施設の名称 指 定 す る 団 体 指定の期間

仙台市体育館
仙台市青葉区錦町一丁目 3番 9号
公益財団法人仙台市スポーツ振興事業団

令和 8年 4月 1日から
令和 9年 3月31日まで
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第 68 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2第 6 項の規定により，

議決を求める。

施設の名称 指 定 す る 団 体 指定の期間

仙台市大倉ふるさとセ
ンター

仙台市青葉区大倉字赤坂 4番地の 4
特定非営利活動法人グリーンライフ東北

令和 8年 4月 1日から
令和13年 3 月31日まで

87



第 69 号議案

包括外部監査契約の締結に関する件

包括外部監査契約を次のとおり締結することにつき，地方自治法第252条の36第 1 項の規定に

より，議決を求める。

1　契 約 の 内 容　　当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

2　契約の期間の始期　　令和 8年 4月 1日

3　契　約　金　額　　16,500,000円を上限とする額

4　費用の支払方法　　�契約の期間における最後の監査の結果に関する報告の提出後に一括払

とする。ただし，相手方から請求があり，必要と認められる場合は，

概算払をすることができる。

5　契 約 の 相 手 方　　

公認会計士　菊池　寛康
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第 70 号議案

市道路線の認定及び廃止に関する件

市道の路線を次のとおり認定し，及び廃止することにつき，道路法第 8条第 2項（同法第10条

第 3項において準用する場合を含む。）の規定により，議決を求める。

1　認定するもの

路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　点

宮 沢 根 白 石（ そ の 9 ）線 仙台市青葉区小松島新堤30番19
　　　同　　　　　　　30番52

小 松 島 新 堤 6 号 線 仙台市青葉区小松島新堤30番52
　　　同　　　　　　　30番16

小 松 島 新 堤 7 号 線 仙台市宮城野区安養寺一丁目30番31
　　　同　　　　　　　　　52番13

宮 沢 根 白 石（ そ の 10 ）線 仙台市宮城野区安養寺一丁目30番15
　同　泉区南光台一丁目156番414

福 田 町 駅 自 由 通 路 線 仙台市宮城野区田子字西谷地27番 2
　　　同　　　　　　　　　26番 2

岩 切 羽 黒 前 幹 線 1 号 線 仙台市宮城野区岩切字羽黒前113番
　　　同　　　神谷沢字金沢71番 8

岩 切 羽 黒 前 1 号 線 仙台市宮城野区岩切字羽黒前148番 1
　　　同　　　　　　　　　117番 2

岩 切 羽 黒 前 2 号 線 仙台市宮城野区岩切字羽黒前80番 1
　　　同　　　　　　　　　100番 1

岩 切 羽 黒 前 3 号 線 仙台市宮城野区岩切字羽黒前80番 2
　　　同　　　　　　　　　132番 1

岩 切 羽 黒 前 4 号 線 仙台市宮城野区岩切字羽黒前97番 2
　　　同　　　神谷沢字金沢71番 8

岩 切 羽 黒 前 5 号 線 仙台市宮城野区岩切字羽黒前105番 1
　　　同　　　　　　　　　 91番 2

岩 切 羽 黒 前 6 号 線 仙台市宮城野区岩切字羽黒前80番 3
　　　同　　　　　　　　　131番

岩 切 羽 黒 前 7 号 線 仙台市宮城野区岩切字羽黒前93番 1
　　　同　　　　　　　　　93番 2

岩切羽黒前自転車歩行者専用道路 1号線 仙台市宮城野区岩切字羽黒前102番 6
　　　同　　　　　　　　　 97番 1

岩切羽黒前自転車歩行者専用道路 2号線 仙台市宮城野区神谷沢字金沢71番 8
　　　同　　　　　　　　　71番 8

岩切羽黒前自転車歩行者専用道路 3号線 仙台市宮城野区神谷沢字金沢71番 8
　　　同　　　岩切字羽黒前101番 1
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岩切羽黒前自転車歩行者専用道路 4号線 仙台市宮城野区岩切字羽黒前100番 1
　　　同　　　　　　　　　100番 1

岩切羽黒前自転車歩行者専用道路 5号線 仙台市宮城野区岩切字羽黒前135番 1
　　　同　　　　　　　　　135番 1

岩切羽黒前歩行者専用道路 1 号線 仙台市宮城野区岩切字羽黒前93番 1
　　　同　　　　　　　　　93番 2

中 田 六 丁 目 14 号 線 仙台市太白区中田六丁目613番20
　　　同　　　　　　　678番

中 田 六 丁 目 15 号 線 仙台市太白区中田六丁目613番19
　　　同　　　　　　　613番14

中 田 六 丁 目 16 号 線 仙台市太白区中田六丁目613番 3
　　　同　　　　　　　613番 4

2 　廃止するもの

路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　点

小 松 島 新 堤 4 号 線 仙台市宮城野区安養寺一丁目30番70
　　　同　　　　　　　　　52番13
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第 71 号議案

専決処分事項に関する件

地方自治法第179条第 1 項の規定により，特に緊急を要した次の事項について別紙のとおり	

専決処分したことにつき，同条第 3項の規定により，報告し，承認を求める。

令和 7年度仙台市一般会計補正予算（第 6号）
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令和 7年度仙台市一般会計補正予算（第 6号）

令和 7年度仙台市の一般会計補正予算（第 6号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ582,769千円を追加し，歳入歳出予算の総額を	

歳入歳出それぞれ698,047,266千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

令和 8年 1月23日

仙台市長　　郡　　和 子
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第　１　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

 １　歳　入

 36,843,629 582,769 37,426,398

 3 県委託金 4,117,118 582,769 4,699,887

  合　　　計 697,464,497 582,769 698,047,266

 ２　歳　出

 67,438,451 582,769 68,021,220

 4 選 挙 費 2,393,863 582,769 2,976,632

  合　　　計 697,464,497 582,769 698,047,266

款

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

20 県支出金

   

       歳　　　入

（単位：千円）

項 補正前の額 補　正　額 計

 2 総 務 費

   

       歳　　　出

 296



第 72 号議案

仙台市固定資産評価審査委員会の委員の選任に関する件

仙台市固定資産評価審査委員会の委員岡義彦，佐々木真理及び江澤亜樹は令和 8年 3月31日に

任期を満了するので，別紙の者を後任の委員に選任することにつき，地方税法第423条第 3項の

規定により，同意を求める。
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※上記別紙の者は，岡義彦，佐々木真理，江澤亜樹



第 73 号議案

人権擁護委員候補者の推薦に関する件

別紙の者を人権擁護委員候補者に推薦することにつき，人権擁護委員法第 6条第 3項の規定に

より，意見を求める。
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※上記別紙の者は，堀江謙一，髙橋智男，佐藤理絵，渡邊眞弓，春日文隆，
　丹野富雄，西山敦子，齋藤信一，時準雄




